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1　日ソ交流の現況

　昭和31年日ソ国交回復後今日までの日ソ間の交流の状況はおおむね次

のとおりである。

（1）　日ソ人事交流の推移

　年　度

1956年（昭31）

1957年（昭32）

重　要　事　件 区畑し　1受け入れ
　日本→ソ連（人）1ソ連→日本（

｝一｝『｝一一ラ｝…　一＝鼈鼇o一

　　　　　　　　｛
1958年（昭33） P6月旧ソ航路協定

　　　　　　　　ミ
・9・9年（昭34）1

　　　　　　　　｛
196°年（昭35） P
・9・・年（昭36）｛・月凍京・連躰市

　　　　　　　　1

1962年（昭37）

1963年（昭38）1

1964年（昭39）

1965年（昭40）

1966年（昭41）

1967年（昭42）l
　　　　　　　　l

・968年（昭4

10月、日ソ共同宣言　i

　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　i

8鳳モスクワ日本

　　　　　　　　　　1

、月諜搬航舳イー

4月、観光渡航自由化
10月、東京オリンピツク1

4月、日ソ共同運航機
　　開始

L≡＿」．＿＿

　408

　305

　229

　1，204

　1，317

　1，516

　1，851

　2，440

　5，368

　7，449

10，415

11，786

　　　407

　　　561

　　　444

　　　918

　　　959

　　　779

　　　913

　　1，962

　　1，673

　　2，723

　　2，915

⊥上989

｛

外務省旅券課
旅券発行数 ｝調べ縄臥国者数｛

1法瀦入躍副

＿＿＿．＿＿一＿．＿一＿＿＿＿＿＿．＿」
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（2）知事の交流

　〔日本からソ連へ〕

　　吉田富山県知事∫昭38年　北村経済便節団顧問として訪ソ

　　　　　　　　　｛昭、、年日本沿岸賜躰市に団長として訪ソ

永野広島県知事

石破鳥取県知事

中西石川県知事

小畑秋田県知事

竹内青森県知事

亘　新潟県知事
　　　　　　　｛

　千田岩手県知事

　町村北海道知事

O西沢長野県知事

　安孫子山形県知事

　田部島根県知事

昭39年10月

昭40年

昭40年

昭40年

昭40年

昭41年

昭42年

昭41年

昭41年

昭42年

昭43年

7月

8月

7月

9月

7月

5月

昭43年　7～8戊ヨ

ソ連の実情視察

訪　ソ

貿易・親善の促進のため訪ソ

訪　ソ

訪　ソ

訪　ソ

訪ソ経済視察団

〔ソ連から日本へ〕

チヨルヌイ・ハバロフスク地方知事

クズネツオフ・沿海地方知事

ドミトリエフ・チタ州知事

昭39年国会議員団々員として来日

昭41年第1回日ソ経済合同委員会出席
　　　　のため来日
昭43年訪日知事団々長

昭41年第1回日ソ経済合同委員会出席
　　　　のため来日

昭43年訪日知事団のメンバー

昭43年訪日知事団のメンバー
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（3）姉妹都市の提携

　日ソ両国間の姉妹都市関係は次のとおり。

ア、正式に結んでいるもの

　　舞　鶴（京都府）　　　ナホトカ　　　（昭36．　6．21

　　新　潟　　　　　　　ハバロフスク　（昭39．12．19

　横浜　　 一一 Iデツサ　 （昭40．7．1

　小　樽　　　　　　　ナホトカ　　　（昭41．　9．11．

　金沢　　　 イルクーック（昭42．3．20

　広島　　　　ボルゴグラード（昭43．518
　　　　　　　　　（旧名スターリングラード）

イ、提携の話が進行甲のもの

　　七尾（石川県）一ブラーツク（イルクーック州）

ウ・姉妹都市ではないが密接な関係を保つているもの

　　　熱　海一　　　　ソ　　　　　チ

　　東　京　　　　　　モ　ス　ク　ワ

　　大阪　　　レニングラード

　　京　都　　　　　　キ　　エ　　フ

提携）

〃　）

〃　）

〃　）

〃　）

〃　）

エ、また、ソ連の極東・シベリアの各地方・州と日本の日本海沿岸各県

　　との関係および北海道とサハリン（樺太）との関係も発展している。
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（4）　政府間交流

昭31年10月

33年

35年

35年

36年

37年

37月

3月

4月

8月

8月

5月

3月

38年10月

40年

40年

41年

41年

41年

41年

42年

43年

43年

5月

7月

1月

1月

6月

7月

7月

1月

8月

43年10月

43年10月

44年　9月

鳩山首相・河野農相訪ソ（日ソ国交回復）

赤城農相訪ソ（漁業交渉）

福田農相訪ソ（漁業交渉）

石井通産相訪ソ（モスクワ・日本産業見本市出席）

ミコヤン副首相来日（東京ソ連見本市出席）

河野農相訪ソ（漁業交渉）

ジユーコフ対外文化交流委員会議長来日

　（文化交流のとりきめ）

赤城農相訪ソ（漁業交渉）

赤城農相訪ソ（漁業問題で会談）

三木通産相訪ソ（モスクワ日本産業見本市出席）

椎名外相訪ソ（航空協定、貿易支払協定）

バトリチエフ外国貿易相来日

イシコフ漁業相来日（漁業につき意見交換）

グロムイコ外相来日（領事条約調印）

三木外相訪ソ（日ソ定期協議）

バイバコフ副首相兼国家計画委員会議長来日

バトリチエフ外国貿易相来日

三木外相、グロムイコ外相とニユーヨークで会談

中曾根運輸相訪ソ（航空交渉）

（予定）愛知外相訪ソ（領土問題）
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㈲　財界の交流．

昭35年

昭36

昭37

昭38

昭40

昭40

昭40年

昭41年

昭41年

　　　第1回日本産業見本市（於モスクワ）

　　　第1回ソ連商工業見本市（於東京）

　　　第1次訪ソ経済使節団（団長・河合小松製作所会長）

　　　第2次訪ソ経済使節団（団長・北村徳太郎）

　　　第2回日本産業見本市（於モスクワ）

　　　鉄鋼使節団訪ソ（団長・永野富士鉄社長）

9月　第1次政府派遣訪ソ経済使節団

　　　　　　　　　　　　　（団長・植村経団連副会長）

3月　第1回日ソ経済合同委員会（於東京）
　　　　　（ソ連側団長・ネステロフ全ソ商業会議所会頭）

夏　第2次政府派遣訪ソ経済使節団

　　　　　　　　　　　　　（団長・荒井同和鉱業社長）

昭41年10月

昭42年　6月

昭43年12月

第2回ソ連見本市（於大阪）

第2回日ソ経済合同委員会（於モスクワ）

　　　　　　　　　（日本側団長・永野富士鉄社長）

第3回日ソ経済合同委員会（於東京）（ソ連側団長・

　　　　　（セシチヤストノフ外国貿易省第1次官）

昭45年　4月（予定）日本工業見本市（於モスクワ）…最大規模のもの
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⑥　国会議員の交流

昭36年　7月

昭39年　5月

昭39年　9月

昭39年6～7月

昭40年

昭42年

昭42年

昭42年

昭44年

8月

5月

7月

9月

4月

（7）学界の交流

社会党訪ソ使節団（団長・河野　密）

ソ連最高会議議員団来日（団長・ミコヤン第1副首相）

日本国会議員団訪ソ（団長・福永健司）

社会党訪ソ使節団（団長・成田書記長）

船田衆院議長訪ソ

自民党国会議員団訪ソ（団長・川島党外交調査会長）

スピリドノブ・ソ連最高会議議長来日

日本国会議員団の訪ソ（団長・荒船清十郎）

パレツキス・ソ連民族会議議長来日

　昭30年　　日本学術会議使節団訪ソ（団長・茅会長）

　昭39年　　ソ連科学アカデミー使節団来日（団長・ケルドイシ総裁）

　昭40年　　日本学術会議使節団訪ソ（団長・朝永会長）

　昭42年　　ソ端科学アカデミー副総裁セミヨーノブ来日

　（上記のほか、各専門分野の学術交流、国際会議出席等は極めて多数ある6）

（8）労働界の交流

　昭41年10月（於東　　京）　第1回日ソ労組交流委員会
　　　　　　　　（ソ連側団長・グリシン全ソ労働組合甲央評議会議長）

昭42年　6月（於モスクワ） 第2回日ソ労組交流委員会

　　（日本側団長・岩井総評事務局長）

昭43年10月（於東　　京）　第3回日ソ労組交流委員会
　　　　　　（ソ連側団長・シエレーピン全ソ労働組合甲央評議会議長）

昭44年　9月（於モスクワ）　第4回日ソ労組交流委員会（日本側団長未定）
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⑨芸術界の交流

　〔ソ連から日本へ）

　　ボリシヨイ劇場バレー団、国立レニングラード交響楽団（昭33）、

　　ボリシヨイ・サーカス（昭33）、モスクワ芸術座（昭33、43の

　　2回来日）、ソ連国立交響楽団、モスクワ放送管弦楽団、ノボシピル

　　スク歌劇バレー臥国立アカデミーロシア合唱団、国立モスクワ合唱

　　団、レニングラード6バレー団など。

　　ギレリス（ピァニスト）、オイストラツフ（バイオリニスト）、コー

　　ガン（バイオリニスト）、シヨーロホフ（作家）

　〔日本からソ連へ〕

　　東京バレー団、歌舞伎、淡路島の入形芝居、渡辺ジヤズ・オーケスト

　　ラ・ダークダツクス、「日本のうたこえ」一行など。

〔展　覧　会〕

　　ロシァ秘宝展（昭39）、大トルストイ展（昭41）、ソ連宇宙開発

　展示会（昭40、東京）、ソビエト映画祭、現代日本芸術展、

　北斎作品展（昭41、モスクワ）など

　　（注：文化芸術交流の世話をしているのは、日本では朝日、毎日、

　　　　読売・日経・サンケイ新聞・芸術友の会、労音、総評、社会党、

　　　　日ソ協会、日ソ交流協会、県、市など。ソ連側では、全連邦労働

　　　　組合中央評議会、ソ日協会、ソビエト対外友好文化団体連合会、

　　　　州、市などである。）
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亀O　青年・民間の交流

　昭40年　第1回日ソ青年平和友好祭（於バイカル湖畔）250人訪ソ

昭41年第2回　　　〃

昭42年　第3回　　　　〃

昭43年　第4回　　　　〃

（於山甲湖畔）

　　約100名のソ連青年来日

（於カザン）　約250人訪ソ

（於北海道）

昭40年

昭41年

昭42年

第1回日ソ国民平和友情集会（於ハバロフスク）

第2回　　　　〃

第3回　　　　〃

昭43年　第4回

（約250名訪ソ、団長・加藤勘十）

　　（於ハバロフスク）（270人訪ソ）

　（於ハバロフスク）

　（270人訪ソ、団長・水口広三）

〃　　　　（於レニングラード）

　（団長・町村総評副議長、約250人訪ソ）
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2　青少年及び乳幼児対策

（1）妊娠・出産

　　　妊婦は・医師の勧告に基づき、夜間勤務を免除され、必要とあればやさ

　　しい仕事に移される（但し賃金は同額を受ける）。

　　出産の場合、すべて無料である。出産期が近づくと、妊婦は医師の指示

　にもとづき、指定の産院に入る。産院は病院とは全く分離している場合が

　　多い。

　　産院は完全看護システムで、いつたん入院すると、子供が生まれても家

　族は中に入ることはできない。

　　医師は普通、1週間から10日間で退院を許可する。

　　なお、妊娠・出産の場合、産前産後112日間の出産休暇が認められて

　いる（産前56日、産後56日）
　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　双生児出産・又は異常出産の場合は、有給産後休暇が70日に延ばされる。

　　働く母親は、乳児に授乳する時間が与えられる。

（2）寡婦・多子母扶助

　　夫のない寡婦または独身婦人で12才未満の子女を有する者に対する扶

　助料と、第3子以上の多産の母親に対する出産一時金と月手当とが定めら

　れている。

　　寡婦に対する扶助料は、子供1入の場合月5ルーブル、2人の場合7．5

　ルーブル、3人以上の場合10ルーブルであるが、母親の希望によつては

　扶助料支給のかわりに子供を児童施設に収容して国家が養育する。

　　多子母に対する扶助は第3子以上の子供について下表のような出生時の

　一時金と、出生第2年目から満5才に達するまで、月手当が支給される。

　この寡婦・多子母扶助の総額は4億6，200ルーブル以上の巨額に達して
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いる。（1ルーブル400円）

　5人以上子供を生んで末子を8才以上に育てた母親は老令年金を受ける。

多子母に対する扶助
（ニーヅ3 月　手　当

iルーブル）

第　3子 20

第　4子 65 4

第　5子 85 6

第　6子 100 7

第　7子 125 10

第　8子 125 10

第　9子 175 12．50

第10子 175 12．50

第11子 250 15

（3）就学前の教育

　　生まれて2カ月たつと保育所にはいり、3才になると幼稚園にはいる

　（7才まで）。保育所や幼稚園は、工場やコルホーズ、住宅地区、その他

　さまざまな機関に設置されている。アパートや住宅地区では全敷地の5％

　以上を就学前施設にあてるよう、また企業体では・労働婦人100人につ

　き保育所10人分、幼稚園15人分以上を設置するように決められている。

　保育時間は普通9～14時間、必要な場合は24時間、1週間保育も行な

　われる。幼稚園の標準規模は、各年次25人、全部で100人、職員は医

　者、炊事員、夜間勤務員などを含めて25名くらい。いまのところまだ数
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　が足りないので、母親の働いている者が優先する。

　　託児所・幼稚園は、こども1人につき1カ月約5ルーブル（経費の約5

　分の1）であずかり、多子家庭や低所得者家庭は減額又は免除される。

（4）義務教育とピオニール運動

　　満7才になると義務教育の8年制学校にはいる。（ただし70年には10

　年制に経行する計画）。これは4学年までが初等課程、5学年以上が前期中

　等課程である。クラス定員は40名以内。

　　1956年から「寄宿学校」が設けられた。まだ足りないので親のない

　こどぷ親の働けないこどもが優先されている。いつさい無料で、親が家

　に帰るまで・こどもたちは学校で遊んだり、宿題をしたりでき、必要によ

　つては夕食も学校で食べられるようになつている。

　　4年生（9才～10才）になるとピオニール組織にはいる。

　　任意加入であるが、大部分がはいつている。15～16才になつて、成

　績もすぐれ・社会的活動の面でもすぐれていると、党の下部組織であるコ

　ムソモールに入れる。これらの組織は、こどもたちが、自分たちで遊びや

　課外、校外活動を組織し、社会的活動にも参加できるように援助している。

　ピォニール宮殿や・こどものための科学、技術、旅行センターその他の施

　設も多い。

㈲　後期中等教育と職業教育

　　8年制学校を終えると・進学コースは三つに分かれる。第1は中学校

　（日本の全日制普通高校に相当）で修業年限は2年

　　第2は中等技術学校（テフニクム）で修業年限は3～4年。中等普通教

　育と中等専門教育が与えられる。なお夜間部、通信教育部（修業年限5年）

　もある。
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　　第3は職業技術学校で、修業年限1～3年，・これは後期中等教育を受け

ずにすぐ職につこうとする者に与えられる就業前教育。学科と実習が半々

　で、費用は完全無償。通学服、作業服、交通費も支給され、実習は有給で

　ある。将来は前記の2コースに進まない者は全員このコースを通るよう期

　待されている。

（6）高　等　教　育

　　高等教育機関は、総合大学、専科大学合わせ741校あり、入学資格と

　して成績のほかに、労働経験、諸団体の推薦が重視されている。夜間部・

　通信教育の学生は全学生の過半数を占める。

　　大学は授業料をとらない。学生の大部分は奨学金（毎月30～60ルー

　プル）や寄宿舎での生活を保障されている。

π）非行青少年の問題

　　ソ連の非行青少年問題は、1962年頃から酔つばらいや・街頭でのい

　やがらせなど、青少年の非行が目立ちはじめ、社会問題化した。ソ連政府

　は66年春から青少年の非行追放キヤンペーンを行ない・同年8月全連邦

　社会秩序省を発足させ、矯正労働、給料の支払い停止などの厳罰主義で取

　締りをはじめた。社会秩序省は68年11月内務省にかわり、権限が強化

　された。

　　ソ連のこどもは、幼いこどもの場合は託児所や幼稚園の送り迎えをも含

　めて親の監視下にあるが、学校にはいると、通学の途中をも含めて、親の

　　目の届かない時間が多くなる。ことにソ連の学校は校舎が足りないため2

　部制授業が多い。このため午後登校する生徒は午前中が、午前の授業に出

　る生徒は下校してから親が帰つてくるまでの時間が、教師からも親からも

　目の届かない時間となる。保護の目が行き届かないと、傷つきやすいこども
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たちは、非行の世界に陥りがちである。

　父兄の側からは、学校がもつとこどものしつけに力を入れてくれるよう

に訴え・学校のほうでは・父兄の協力、とくに家庭におけるしつけの重要

性を強調する。

　モスクワ警視庁の調べによると、非行少年の中で、最も多いのは母親の

ないこども、次は両親はあつても飲んだくれであるとか、こどもをほつた

らかしにしておいたり、苛酷に取り扱つたりしている家庭に多いという。

3　沿　岸　貿　易

　貿易支払協定は、いわゆる全ソ輸出入公団ペースの取引に関するものであ

るが・1963年度から、日本とソ連極東地方の間の地方ペースの消費物資

の取引を促進することについて、日ソ間に合意が成立し、1963～65年

については1963年2月5日大平外務大臣とバトリチエフ外国貿易大臣と

の間で、1966～70年については1966年1月22日椎名外務大臣と

バトリチエフ外国貿易大臣の間で、消費物資品目表を含むいわゆる沿岸貿易

促進に関する書簡が交換されている。

　ソ連側は沿岸貿易の専門機関として、1965年1月はじめナホトカに全

ソ極東輸出入事務所「ダリイントルグ」（DalOintorg）を開設した。これ

により・沿岸貿易のワク内で契約する場合、わざわざモスクワまで出かける

必要はなく、ナホトカの「タリトントルグ」に出向けばことが足りることに

なつた。

　沿岸貿易の特微は・ソ連極東地方（※シベリアも含まれている）と日本と

の間の消費物資を中心とする地方的産品を相互に供給取引することにあるが、
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取極成立以来6年を経過したにもかかわらず・片道約6～7百万ドル・日ソ

貿易全体の約2％前後を占めるに過ぎない。

　なお、沿岸貿易を積極的に推進する目的で下記の見本市が開かれている。

O　昭40年4～5月　第1回ソ連極東地方産物見本市（於・新潟、富山、

　　　　　　　　　　舞鶴）計26万人が参観

O　昭41年6～7月　第1回日本沿岸貿易見本市（於・ハバロフスク）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8万人以上のソ連人が参観

O　昭45年7月（予定）第2回日本沿岸貿易見本市（於・ハバロフスク）

〔表1〕　沿岸貿易の主要取引品目（1967年）

日　本　の　輸　出

繊維二次製品
は　　き　　も　の

塗　　　　　　料

化　　　学　　　品

漁業　用資　材

漁　　　　　　網

り　　ん　　　ご

そ　　　の　　　他

計

　　千ドル

3，650

　320

　400

　200

　400

　660

　140

　300

　　千ドル
6，070

木

に

み

鯨

え

魚

水

綿

塩

無

そ

入

　　千トシレ

　800

　560

　680

　280
3，200囲

　334

　250

　390

　　53

　220

　200
　　千ドル
6，967

囲　ソ連側の資料による。
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〔表2〕　沿岸貿易の推移

（単位：100万ドル）

年　次 日本の輸出 日本の輸入 合　　　　計

1963 0．4 0．9 13
1964 1．8 2．5 4．3

1965 1．3 4．0 5．3

1966 5．3 4．8 10．1

1967 6．1 7．0 13．1

1968 5．6 5．8 11．4

　　闇　外務省東欧1課調べ

〔表3〕　日ソ貿易全体の推移

（単位：100万ドル）

年　　次
通 関 統　　　計

輸　出 輸　入 合　計 バランス

1　9　5　8 18 22 40 一　　　　4

1　9　5　9 23 39 62 一　　　　6

1　96　0 60 87 147 一　　27

1　9　6　1 65 145 210 一　　　80

1　9　6　2 149 147 296 十　　　　2

1　9　6　3 158 162 320 一　　　　4

1　9　6　4 182 227 409 一　　45

1　9　6　5 168 240 409 一　　72
1　9　6　6 214 300 515 一　　86
1967　1　　　1 158 454 612 一　296

19旦旦一LLzg 464＿」＿＿」43 一　　8頂「日本側の統計（輸出 FOB、輔入cエFぺ 一ス。通関統計）による。
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